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はじめに

　本書が刊行される時点でも、全世界的なパンデミックを引き起こした
新型コロナウイルスの感染は収束せずに、生命と経済に深刻な打撃を与
え続けている可能性は高いと考えています。
　当初は一過性と思われたコロナ禍は、20年 ４ 月に緊急事態宣言が発出
されて、感染数がやや減少したにも関わらず、それ以後、第 2 波、第 ３
波と感染拡大が続きました。このコロナ禍は、100年前の「スペイン風
邪」以来の災禍として、中国、欧米をはじめとする主要都市のロックダ
ウン、国境封鎖などを引き起こし、人びとの生命と社会経済への打撃は
計り知れないレベルになっています。国や地方政府の行財政にも深刻な
影響を与え続け、対応策はもちろん、文明論まで含めた議論が展開され
ている現状にあります。
　この影響によって、自治体における公共施設マネジメントにも、これ
までの考え方を根本から見直す必要が生じつつあります。もともと、公
共施設マネジメントという政策対応が必要となったのは、経済成長期に
整備された公共施設の多くが老朽化し、その維持管理・更新のための財
源が不足している現状に対して、公共施設の再編成や運営管理の効率性
を追求するためでした。この財政制約が、コロナ禍によって、さらに大
きくなることはもちろんのこととして、もう 1 つの重要な課題は、まだ
実質的な議論が始まっていない段階ですが、公共施設のあり方に関する
根本的な見直し議論になります。
　コロナウィルス感染防止のために、ヒトの動きが大きく制約されるこ
とは、税収減と対応策のために財政の逼迫をもたらし、公共施設の維持
更新がさらなる困難に直面することは明白です。しかし、公共施設マネ
ジメントにとって、それ以上に大きな課題となるのは、人びとの利用を
前提に整備されてきた公共施設そのものの「あり方」となるでしょう。
学校・庁舎をはじめ、人びとが集まり、利用することを目的として整備
された公共施設は、その目的である「人びとが集まること」によって、
コロナウィルスの感染者増加の温床になると指摘されています。避難所
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の密の問題も生じました。休館や休校をはじめ、施設全体あるいは一部
機能の停止という対応をとったこともあり、施設そのものの機能や立地
の見直しについても議論をする必要が出てきました。
　インフラと言われる道路・橋梁、上下水道などの土木系構築物は経済
と生活の基盤であり、その崩落などは人命にも関わる問題ともなるので、
若干の縮減があっても維持されなければなりません。しかし、学校や庁
舎をはじめとする「ハコモノ」と言われてきた建築物は、人が集まるこ
とが否定されることやデジタル化、AI（人工知能）の発展を前提にす
れば、機能、配置、レイアウトなどが根本的に変わる可能性があります。
　この公共施設の見直しは、決して否定的な側面だけではありません。
最小限の施設配置と機能、さらにレイアウトなどのデザインを考えた場
合には、公共施設マネジメントにおいて、施設数や配置と維持管理費を
大幅に削減しつつも、住民へのサービスを最大化する方策に結びつくか
もしれないのです。
　本書で提起している課題は、ポストコロナ社会における公共施設マネ
ジメントについての「序章」に過ぎません。これからの本格的な公共施
設の必要性、「あり方」に関する客観的な議論に向けて、少しでも役に
立てば幸いです。

2021年 1 月　南　学
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本書の構成と内容、執筆担当

　第 1 章では、新型コロナウィルスの影響がどのように公共施設マネジ
メントに影響をもたらすのかについて、概括的な課題提起を行いました。
議論の入り口として、ぜひご一読いただきたいと思います。（執筆担
当：南、齊藤）

　第 2 章では、基礎自治体である市町村の公共施設として、面積的には
概ね半分をしめる学校施設に関して、教育の目的や手法に関する基本的
な議論をもとに、必要な施設のあり方や管理運営についての議論を進め
るための課題提起を行いました。人類の歴史からみれば、「学校」とい
う施設を軸に展開されてきた近代公教育は、せいぜい200年程度の短い
歴史しかありません。社会経済の大きな変動の中で、初等中等教育の内
容と学校施設、公共施設マネジメントとの関連についての議論の材料に
なればと考えています。（執筆担当：南）

　第 ３ 章では、公共施設マネジメントの基本と考えられている「公民連
携」の手法について、先進的な事例をもとに、留意事項について検証を
行いました。成長型経済の終焉によって、資金調達も、運営管理方法も、
行政と民間とが区別される時代は去り、公共サービスの的確な提供のた
めには、行政の公的責任と民間の運営合理性との連携が重要となってい
ます。公共施設における施設包括管理委託や指定管理者制度、PFI 手法
などの活用と公民のリスク分担などについての論点を提供しました。

（執筆担当：南、松永）

　第 ４ 章では、公共施設マネジメントにおける行政（自治体）の縦割り
組織・予算の構造を突破する手法として、横浜市が半世紀前に導入、実
現したプロジェクトを軸に、戦略プロジェクト方式と企画調整機能とい
うマネジメント手法について検証を行いました。（執筆担当：南）
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　第 ５ 章では、公共施設マネジメントにおいて、重要な要素となってい
る施設に関するデータの収集と活用と、評価の問題について、基本的な
課題を検証しました。（執筆担当：松村、南）

　第 ６ 章は、自治体における財政運営の基本的な構造と課題を概括して
います。（執筆担当：齊藤、南）

　なお、本書の内容は、月刊誌『地方財務』（ぎょうせい）に「実践　公

共施設マネジメント―進化する手法」として連載された記事などを再構成

し、加筆修正して書き下ろしたものです。
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（１）統廃合と地域開放とは取組みの次元が全く違う

　学校を「聖域」としてとらえる傾向と、文科省、教員人事に関与する
都道府県教育委員会、施設を整備管理する市町村教育委員会という縦の
流れが強い教育行政の現状は、学校施設のあり方、特に、地域開放を検
討するには、大きな「壁」となっている。また、もう 1 つ、重要な検討
課題は、小学校の統廃合である。これは、公共施設マネジメントとして、
公共施設の縮充を進めるために、人口減少が進んでいる地域で大きな課
題となっているが、学校施設の開放以上に、感情的な面も含めて合意形
成が難しい。
　我が国の場合、最も基礎的な公教育の場である「小学校」は、1872年

（明治 ５ 年）の「学制」発布によって、当時の藩校や寺子屋を基礎に、
187５（明治 8 ）年には全国で約2４,３0３校が開校されたという（文部科学
省、学制100年史のデータ）ほどに地域のシンボルとして数多く設置さ
れた歴史がある。現在の小学校の約 2 万 ６ 千校（本校分校合計数）と大
差がないので、その普及は驚くほどの規模と早さである。このように、
地域のシンボルとして設置され、運営された小学校であるから、学区に
住む住民は何代にもわたって、その小学校に通い、子どもや孫も通うと
いう、地域住民にとって、特にその小学校を卒業した高齢者にとって、
地域が存続しているという実感とノスタルジーを感じる施設となってい
る。
　したがって、子どもの数が少なくなり、学級編成が難しくなっても、
卒業生でもある地域の住民にとってみれば、小学校がなくなることは、
地域の衰退の象徴であり、ノスタルジーの否定にもつながり、「母校」
がなくなることに大きな抵抗感を持つことは容易に想像できる。
　このような心理的な状況もあって、小学校の統廃合を、単純に児童数

地域の不安をあおる
学校の統廃合は先延ばしに4
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や学級数の適正配置をもとに機械的に計画すると、地域住民の「猛反
発」を招いて、議論が進まなくなるという現象が多くの地域で起こって
いる。教育委員会にとっては、統廃合の方針を打ち出すことには大きな
抵抗を持つことになり、地域の「感情」に配慮しながら話を進めざるを
得ないので、10年単位の時間がかかる大きな課題となっている。
　ここで、学校の再配置を検討するときに、教育委員会と首長部局の間
で、学級数、学校数の適正配置を巡って、一部に、学級定数への間違っ
た解釈があることは指摘しなければならない。
　小学校における学級の標準的な児童数について「４0人学級」という指
標がある。この４0人を 1 クラスの児童数として、「小学校の学級数は、
12学級以上18学級以下を標準とする」（学校教育法施行規則第４1条）と
いう規定に照らして、学級の平均児童数を４0人として、４0×12＝４80人
が小学校の適正規模の最低数と解釈している首長部局の職員が意外に多
いという現状がある。「４0人学級」という標準は、 1 学級の児童数の平
均が４0人ということではなく、４0人を 1 人でも上回った場合、つまり、
４1人以上になった場合には、学級を分割し、20人と21人にするという学
級編成の基準であり、学級の児童数の平均は、20人と４0人の間である約
３0人となることが、意外に知られていない現実がある。実際に、東京都
のある市で、公共施設の適正配置計画の策定にあたって、小学校の学級
人数を４0人と設定し、12から18学級を想定すると、 1 校あたり４80人か
ら700人程度として、その市の児童数の推移から学校数を現行よりも削
減するという方針を定めていた事実があった。
　現場の状況を確認せず、担当部局との十分な情報・意見交換を行わず
に、机上での数字ばかりを追うような計画担当部局が未だに存在してい
ることに驚くが、特に、首長部局と教育委員会とのコミュニケーション
の不足が大きいのではないかと危惧している。最も面積割合の大きな学
校施設を棚上げしては、公共施設マネジメントは成り立たないにもかか
わらず、あえて避けていると言わざるを得ない。現場を無視した「計画
至上主義」があると、教育委員会と首長部局に相互不信が生まれ、マネ
ジメントが進まない恐れがある。
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　このような状況に対応するためには、後述のように、「小学校の統廃
合は当面行わない」という方針を打ち出し、地域の不安を解消するとと
もに、一方で、学校施設の稼働状況が極めて低いこと、その立地特性

（小学生でも徒歩で通える距離）によって、地域のコミュニティの核と
なる可能性が高いこと、特に、災害時の防災・避難拠点として活用する
ことの必要性を主張する必要があると考えられる。
　この小学校の統廃合を行わないという方針を明確にすることは、 ４ 年
ごとの選挙に対応せざるを得ない首長や議員にとっても受け入れやすい
と考えられる。

（２）災害時の防災・避難拠点としての学校施設を積極的に打ち出す

　小学校の統廃合を先送りにすることは 1 つの選択肢であるが、地域開
放を進める「説得材料」としては、防災対策がある。
　多くの自治体における公共施設マネジメントの現状をみると、当面は
小学校の統廃合を行わない方針と、防災・避難拠点としての役割を軸に
学校を地域コミュニティの核とする方針とを打ち出すことによって、公
共施設マネジメントは一定の進展をみせる可能性が高くなると考えてい
る。
　その理由としては、統廃合の対象となる（かつて通った学校がなくな
る）ことがなくなるという安心感と、災害時には避難所として指定され、
必要な諸施設・設備が整備されることによって、教育の場としてだけで
なく、地域活動の拠点として、また、コミュニティの核として認識され
る信頼感と期待が生まれる可能性が高いことが指摘できる。
　一方で、学校が災害時の避難所として指定されている場合が多いので
あるが、機能面でみると大変大きな問題を抱えていることは以前から指
摘されていることである。
　災害時の避難所機能を果たす観点からは、トイレ、更衣室・シャワー
室、物品保管庫という最低限の設備の設置から、クラブハウスの併設ま
で、機能と規模には様々な段階が考えられる。それらの施設・設備が整
備されれば、スポーツ活動などに日常的に活用することで、地域コミュ
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ニティの中核施設としても機能を発揮し、その存在が確認できることに
なり、災害対策の広報的役割も果たすことができる。
　学校体育館を避難所として指定しても、国際難民キャンプの基準以下
とされる「雑魚寝」状態で、最低限の生活に必須の設備とプライバシー
が確保できていない現実に対して、更衣室の設置、トイレ・シャワーの
設置が議論され始めているという現状にある。もっとこのような議論を
進める必要がある。

（３）理念を超えて、現実的な議論を進める必要がある

　学校施設の開放を検討するときに、通常、発想されるのは、統廃合と
空き教室の活用であるが、現場の発想からはなかなか難しいことがわか
る。さらに、統廃合した後の「跡地活用」の要望があるが、もともと、
子どもが少なくなり統合の対象となるのであるから、その跡地の活用は、
民間事業者が観光など全く別の用途に向けて「投資」をしない限りは、
新たに税金をつぎ込むことになる。つまり、学校の統廃合は行わずに、
学校施設の複合化多機能化をギリギリまで追求する方が、合理的と考え
られる。統廃合の意思決定は、政治家でもある首長と議会の権限なので、
当面は、摩擦の大きい統廃合の課題をさけるのは、地域政治の観点から
も有効と考えられる。
　また、統廃合まで検討しなくとも、空き教室（教育委員会の用語では

「余裕教室」）を地域に開放することも考えられるが、現実には、特別支
援学級は増える傾向にあり、英語の義務教育化、ランチルームなど、余
裕教室の地域開放に関しては、学校（教員）からは否定的な意見がほと
んどである。したがって、余裕教室の開放も、現時点では検討対象から
外して、授業時間中以外は開放可能な校庭、体育館、音楽室（地域での
音楽練習場としての需要は大きい）、図書室（貸出機能を中心に、徒歩
圏内での小規模図書館という限定的な機能であれば、利便性は向上す
る）などの「特殊教室」で可能な場所から検討を開始するという手順も
検討する必要があるだろう。
　次に学校の設置形態、財源、管理運営形態について、検討してみよう。
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（１）小学校は地域コミュニティの拠点に

　ここまで、学校施設の中でも、中学校は部活動で施設を使う時間が多
いことと、小学校に比較して広域的な配置となるために、地域に密着し
た存在である小学校の地域開放を中心に考える方向を明確にした。その
検証過程は、繰り返しになるが、整理すると次のような流れとなる。

①　学校施設は、多くの自治体（市町村）において、施設数の約半数の
割合であり、財政的な事情から、公共施設の総面積を縮減するのが
公共施設マネジメントの課題であるが、そのためには、学校施設の
複合化・多機能化（周辺の公共施設の機能を吸収する）を図らなけ
れば、総面積縮減は達成できない。

②　小中学校は市町村が設置する基本的な施設であるが、中学校は部活
動などの事情で、地域住民が活用できる時間に若干の制限があるこ
とから、当面は小学校の開放を軸に検討することが合理的である。
小学校は、徒歩圏内に設置されることが原則なので、その意味でも
地域コミュニティの基幹施設となる可能性が高い。

③　小学校の地域開放を検討すると、必ず「子どもたちのセキュリティ
の確保が難しい」との指摘がなされるが、学校施設内に児童のいな
い時間は半分以上（厳密に計算すれば年間における 8 割の時間は児
童が不在）となるが、その時間における最低限のセキュリティのあ
り方を議論すれば、施設の一部の開放（体育館、校庭など）は既に
行われている現状からも、合理的な開放のあり方を検討できる可能
性が高い。

④　学校施設の開放が進めば、周辺にある集会施設などの住民利用施設
の大半は、実態として利用形態と利用者が限定されていることから、

小学校の地域開放が
合理的な選択肢になる5
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廃止しても住民サービスが大きく下がることはない。これによって、
公共施設の総面積の圧縮も進むことになる。学校の統廃合は合意形
成に時間がかかるし、十分な面積縮減効果は実現できないので、学
校の統廃合は当面の目的とはしないで、周辺の住民利用施設との統
合によって、面積縮減を進めることになる。

⑤　学校施設の開放を行う際に最も重要な施設管理の責任と管理形態に
ついても、行政機関（首長部局）、民間事業者、地域住民組織など
が鍵や予約の管理を行うことによって、校長（あるいは副校長、教
頭）の施設管理責任と業務のほとんどを代行することができ、教員
は施設の管理業務や責任から解放されて、教育活動に専念できる。

⑥　⑤の施設管理における教員の負担を大幅に軽減することは、現行制
度の下でも十分に可能である。学校施設の管理者は法令で校長と定
められているが、「学校施設使用規則」は市町村の裁量で様々な規
定があり、放課後等の施設管理についても校長、教育委員会事務局
の担当課、首長部局の担当課など様々であり、施設管理者に関する
規制はないと考えられる。

　⑥の管理形態に関して、学校の施設管理を首長部局で担当することが
可能であることを、「地方財務」（ぎょうせい刊）201６年 8 月号1３９頁で
文部科学省との「やりとり」を交え、解説しているので、少々長くなる
が引用する。
　「文科省の初等中等教育局の担当者と議論をしたときに、学校施設の
管理を民間に委託することはできないかと聞いたことがある。担当者か
らは、即座に「学校教育と施設は一体不可分であるので、「法理」に
よって、民間事業者に施設管理を委ねることはできない」との返答が
あった。そこで、「校長による管理を、教育委員会の学校施設課の一括
管理にすることはできるか」と聞いたところ、「教育委員会の管理であ
れば可能」という回答であった。さらに、「学校施設課の職員に、市長
部局の施設管理課職員としての兼務辞令を出すことは可能か」と聞いた
ところ、「市の人事上の問題なので兼務辞令は可能」とのことであった。
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　つまり、学校施設の管理を実質的に市長部局の管理とすることができ
るし、「学校設置基準」上では体育館などは「地域の実態その他により
特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合」に未設置でも許され
るので、（愛知県半田市成岩中学校では体育館を市民体育館として学校
敷地内に整備し、指定管理者による地域開放を実現している）市長部局
の管理下に置いて、学校と地域住民との共用施設にすることができる。
また、学校施設を「公共のために利用させることができる」という複数
の法律による規定があるのだから、教育委員会から市長部局に対して、
施設管理の補助執行を要請すれば、教育に支障のない範囲で、積極的に
地域開放をすることができる。
　このように、一見、「専用施設」と考えられてきた施設も、機能ごと
に管理形態を工夫すれば、十分に「汎用施設」として活用することがで
き、結果として、公共施設総面積の圧縮の実現に近づくことになる」

（一部の字句は編集）

（２）小学校の統合を行わないことを当面の基本方針とする

　このような基本的な考え方を整理すれば、学校施設の地域開放を実現
する手順として、以下の可能性が考えられる。

①　まず、小学校の統合は、当面実施しない、という方針を明確にする
ことである。学校の統廃合、特に、小学校の統廃合には、 2 世代、
３ 世代にわたって、その小学校に通った住民が心理的に大きな抵抗
を持つ可能性が高い。合意形成が成り立つとしても数年から10年以
上の時間を要することが予想され、さらには、「決裂」状態になっ
て、解決策が見出せなくなった事例もある。したがって、学校の統
廃合を方針として打ち出すことは、公共施設マネジメントの中でも、
最も難しい課題であった。それならば、原則として、今後10年間は
統廃合を行わない旨の方針を明確にすることで、地域住民に安心感
を持ってもらう、ということは、冷静な施設再配置を進める上で、
大きなメリットとなる。これは、公共施設マネジメントにおける最
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